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   弘前圏域定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定書 

 

 弘前市（以下「甲」という。）と田舎館村（以下「乙」という。）は、平成２３年 

１０月１２日に締結した弘前圏域定住自立圏の形成に関する協定について、その一部

を次のとおり変更する協定を締結する。 

 

 第３条第１号カに次のように加える。 

(ｲ) 使用済小型家電リサイクルの促進 

ａ 取組の内容 

   圏域における使用済小型家電の再資源化を住民に啓発するとともに、

使用済小型家電を効率的にリサイクルする体制を整備する。  

ｂ 役割分担 

(a) 甲の役割 

  使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（平成24年法律

第57号）にのっとり、使用済小型家電のリサイクルを効率的に促進する

ため、調査・研究を行うとともに、必要な経費を負担する。  

(b) 乙の役割 

  甲と連携して、使用済小型家電のリサイクル促進を図るとともに、必

要な経費を負担する。 

 

第３条第１号に次のように加える。 

  キ その他 

(ｱ) 消費生活相談体制の広域的対応 

ａ 取組の内容 

   圏域における消費生活相談を広域的に行うことにより、住民サービス

の向上を図る。 

ｂ 役割分担 

(a) 甲の役割 

  圏域の消費生活相談窓口を弘前市市民生活センターとし、消費者の安

全確保に関する取組を行うとともに、必要な経費を負担する。  

(b) 乙の役割 

甲と連携して消費者の安全確保に関する取組を行うとともに、必要な

経費を負担する。 

 

第３条第３号に次のように加える。 

  イ 行政事務の効率化 

(ｱ) 電算システムの共同利用 

ａ 取組の内容 
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   電算システムの共同利用により、コストの削減、利便性、効率化、セ

キュリティの向上、災害時の業務継続における対応力の強化を図る。 

ｂ 役割分担 

(a) 甲の役割 

  市町村間の調整を図りながら電算システムの共同利用に取り組むとと

もに、必要な経費を負担する。 

(b) 乙の役割 

甲と連携して電算システムの共同利用に取り組むとともに、必要な経

費を負担する。 

 

 

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、

各自１通を保有する。 

 

  平成２７年１月１６日 

 

甲 弘前市大字上白銀町１番地１ 

弘前市 

市 長  葛 西 憲 之 

 

乙 南津軽郡田舎館村大字田舎舘字中 １２３番地１ 

田舎館村 

村 長  鈴 木 孝 雄 


